
豊田市農業委員会議事録 

 

 令和５年３月２７日、豊田市農業委員会⾧ 横粂 鈞は、令和５年３月度農業委員会総

会を豊田市役所南庁舎７階、南７２委員会室に招集した。 

 

＜会議に付した議案＞ 

議案第１６号  農地法第３条の規定による許可について 

議案第１７号  農地法第４条の規定による許可申請承認について 

議案第１８号  農地法第５条の規定による許可申請承認について 

議案第１９号  農地法第５条事業計画変更申請承認について 

議案第２０号  農業振興地域整備計画の変更について 

議案第２１号  農用地利用集積計画の決定について 

議案第２２号  土地改良法第３条第１項第２号による申出承認について 

議案第２３号  耕作放棄地の農地、非農地の判断について 

議案第２４号  令和５年度最適化活動の目標の設定等について 

 

報告 

   耕作放棄地の農地、非農地の判断について 

   農地法第１８条第６項の規定による通知書受理について 

   農地法第４条第１項ただし書きにおける適用除外の確認について 

   農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書受理について 

   農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書受理について 
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＜ 出 席 委 員 ＞（１６名） 

 

 １番 鈴木喜一郎  ２番 築山 正樹  ３番 西山弥太郎 

 ４番 石川 幸子  ５番 為井  裕   

 ７番 杉浦 俊雄  ８番 𡈽方 和子  ９番 梅村 逸次 

１０番 水野 省治 １１番 梅村 貢司 １２番 中島 匡代 

１３番 加知  満 １４番 伊藤喜代司 １５番 伊藤 政和 

１６番 浅見富士男   １８番 杉田 雅子 

      

 

＜ 欠 席 委 員 ＞（３名） 

 ６番 近藤 和人 １７番 林  如実 １９番 横粂  鈞 

 

＜ 事務局説明員 ＞ 

 

 

事務局⾧ 小木曽哲也 副主幹 山岡 雅史 担当⾧ 加藤 泰平 

担当⾧ 安藤 康朗 主 査 井上 貴道 主 査 杉本 一浩 

主 査 伊藤 寿信 主 査 鈴木  彩 主 査 岩月 彰弘 
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（開会 午後 ２時００分） 

会⾧職務代理: ただいまより豊田市農業委員会総会を開催します。 

 出席状況について、事務局より報告を求めます。 

事 務 局    : 本日の欠席委員は、６番、近藤和人委員、１７番、林如実委員、１９番、横

粂鈞委員。以上３名です。 

 委員の半数以上の出席を得ておりますので、本総会が成立いたしております

ことを御報告いたします。 

会⾧職務代理: ここで、本日の議事録署名者２名を指名させていただきます。 

 １１番、梅村貢司委員、１２番、中島匡代委員、以上の２名の委員にお願い

いたします。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 本日の提出議案は、議案第１６号から第２４号までの審議案件９件と、その

他の報告案件５件です。 

 それでは、順次議題を上程させていただきます。 

 令和５年議案第１６号「農地法第３条の規定による許可について」。 

 事務局の説明を求めます。 

事 務 局    : 令和５年議案第１６号「農地法第３条の規定による許可について」。 

 詳細は、お手元にある議案を御覧ください。 

 １９番、鴛鴨町の件。 

 担当推進委員の深津委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 ２０番、桝塚西町の件。 

 担当推進委員の近藤委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 ２１番、大成町の件。 

 担当推進委員の山田委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 ２２番、広田町の件。 

 担当推進委員の近藤委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 ２３番、大島町の件。 

 担当推進委員の近藤委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 ２４番、加納町の件。 

 担当推進委員の羽根田委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 
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 ２５番、加納町の件。 

 担当推進委員の羽根田委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 ２６番、大平町の件。 

 担当推進委員の加藤委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 ２７番、坂上町の件。 

 担当推進委員の加藤委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 ２８番、九久平町の件。 

 担当推進委員の加藤委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 ２９番、太田町の件。 

 担当推進委員の松井委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 ３０番、貝津町の件。 

 担当推進委員の渡邊委員からは、問題ない旨、御意見いただいております。 

 以上、読み上げました案件につきまして、農地法第３条第２項各号の不許可

の条文に該当しないことを確認しております。 

 以上です。 

会⾧職務代理: 事務局の説明並びに地区担当推進委員の意見が終わりました。 

 ここで、委員の皆さんの御質問並びに御意見を伺います。 

 

（会場声なし） 

 

会⾧職務代理: 特に御意見もないようですので、採決をいたします。 

 議案第１６号で上程されました１２件について、賛成の委員は挙手をお願い

します。 

 

（賛成者挙手） 

 

会⾧職務代理: ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１６号は承認決定されました。 

 令和５年議案第１７号「農地法第４条の規定による許可申請承認について」。 

 事務局の説明を求めます。 
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事 務 局    : 令和５年議案第１７号「農地法第４条の規定による許可申請承認について」。 

 立地基準、許可基準について述べさせていただきます。 

 ３番、永覚町の件、資材置場です。第２種農地です。判断基準は、永覚駅か

らおおむね１キロメートル以内かつ、同施設を中心に申請地との距離を半径と

した円内の宅地の割合が４０％を超える区域です。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 お願いします。 

石川委員: 問題ありません。 

事 務 局    : ありがとうございます。 

 なお、一般基準については、全ての案件について問題ない旨を既に確認して

おります。 

 以上です。 

会⾧職務代理: 事務局の説明並びに地区担当委員の意見をいただきました。 

 ここで、委員の皆さんの御質問並びに御意見を伺います。 

 

（会場声なし） 

 

会⾧職務代理: 特に御意見もないようですので、採決をいたします。 

 議案第１７号で上程されました１件について、賛成の委員は挙手をお願いし

ます。 

 

（賛成者挙手） 

 

会⾧職務代理: ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１７号は適当である旨、承認されました。 

 令和５年議案第１８号「農地法第５条の規定による許可申請承認について」。 

 事務局の説明を求めます。 

事 務 局    : 令和５年議案第１８号「農地法第５条の規定による許可申請承認について」。 

 立地基準、許可基準について述べさせていただきます。 
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 ３１番、御幸町の件、資材置場、駐車場です。第３種農地です。判断基準は、

街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 許可基準は、第３種農地につき許可できるに該当します。 

 お願いします。 

鈴木委員: 問題ありません。 

事 務 局    : ありがとうございました。 

 続きまして、３２番、野見町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基

準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 許可基準は、第３種農地につき許可できるに該当します。 

 続きまして、３３番、森町の件、資材置場です。第２種農地です。判断基準

は、住宅等その他の事業用施設、公共施設または公益的施設が連たんしている

区域に近接する区域で、おおむね１０ヘクタール未満であるものです。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 続きまして、３４番、岩滝町の点、既存住宅の増築です。第２種農地です。

判断基準は、住宅等その他の事業用施設、公共施設または公益的施設が連たん

している区域に近接する区域で、おおむね１０ヘクタール未満であるものです。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 お願いします。 

築山委員: ３件とも問題ありません。 

事 務 局    : ありがとうございました。 

 続きまして、３５番、宝町の件、従業員駐車場です。第３種農地です。判断

基準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 許可基準は、第３種農地につき許可できるに該当します。 

 続きまして、３６番、宝町の件、駐車場です。第２種農地です。判断基準は、

相当数の街区を形成している区域です。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 なお、本件につきましては、担当の近藤委員は御欠席ですが、事前に問題な
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い旨、御意見を頂戴しておりますので、御報告いたします。 

 続きまして、３７番、堤町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基準

は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 許可基準は、第３種農地につき許可できるに該当します。 

 続きまして、３８番、若林西町の件、分家住宅です。第２種農地です。判断

基準は、若林駅からおおむね１キロメートル以内かつ、同施設を中心に申請地

との距離を半径とした円内の宅地の割合が４０％を超える区域です。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 続きまして、３９番、高岡町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基

準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 許可基準は、第３種農地につき許可できるに該当します。 

 お願いします。 

杉浦委員: 申請番号３７、３８、３９、３件とも異議ありません。 

事 務 局    : ありがとうございました。 

 続きまして、４０番、吉原町の件、駐車場です。第３種農地です。判断基準

は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 許可基準は、第３種農地につき許可できるに該当します。 

 続きまして、４１番、生駒町の件、分家住宅です。第２種農地です。判断基

準は、三河八橋駅からおおむね１キロメートル以内かつ、同施設を中心に申請

地との距離を半径とした円内の宅地の割合が４０％を超える区域です。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 続きまして、４２番、駒場町の件、工場、駐車場です。第１種農地です。判

断基準は、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地です。 

 許可基準は第１種農地で、住宅その他申請地周辺居住者の日常生活上、業務

上必要な施設で集落に接続して設置されるものに該当します。 

 お願いします。 

𡈽方委員: ３件とも問題ありません。 

事 務 局    : ありがとうございました。 
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 続きまして、４３番、乙部町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基

準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 許可基準は、第３種農地につき許可できるに該当します。 

 続きまして、４４番、高町の件、自己用住宅です。第３種農地です。判断基

準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 許可基準は、第３種農地につき許可できるに該当します。 

 続きまして、４５番、高町の件、自己用住宅です。第３種農地です。判断基

準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 許可基準は、第３種農地につき許可できるに該当します。 

 お願いします。 

梅村（逸）委員: ３件とも問題ございません。 

事 務 局    : ありがとうございました。 

 続きまして、４６番、小峯町の件、分家住宅です。第２種農地です。判断基

準は、他のいずれの農地区分にも該当しない農地です。 

 なお、以降、同基準は、その他第２種農地と読ませていただきます。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 続きまして、４７番、力石町の件、自己用住宅です。第２種農地です。判断

基準は、その他第２種農地です。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 続きまして、４８番、力石町の件、自己用住宅です。第２種農地です。判断

基準は、その他第２種農地です。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 続きまして、４９番、勘八町の件、自己用住宅です。第２種農地です。判断

基準は、その他第２種農地です。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 お願いします。 
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水野委員: ４件とも問題ありません。 

事 務 局    : ありがとうございました。 

 続きまして、５０番、北篠平町の件、自己用住宅です。第２種農地です。判

断基準は、その他第２種農地です。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 お願いします。 

加知委員: ５０番について、問題ありません。 

事 務 局    : ありがとうございました。 

 続きまして、５１番、岩倉町の件、残土処分場、一時転用です。第２種農地

です。判断基準は、その他第２種農地です。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 お願いします。 

伊藤（喜）委員: ５１番、問題ありません。 

事 務 局    : ありがとうございました。 

 続きまして、５２番、大蔵町の件、認知症高齢者グループホームです。第２

種農地です。判断基準は、その他第２種農地です。 

 許可基準は第２種農地で、周辺の第３種農地等を利用することで転用事業の

目的を達成することができるものを除き、許可できるに該当します。 

 お願いします。 

伊藤（政）委員: 問題ありません。 

事 務 局    : ありがとうございました。 

 続きまして、５３番、篠原町の件、駐車場です。第３種農地です。判断基準

は、おおむね３００メートル以内に篠原駅が存在する区域です。 

 許可基準は、第３種農地につき許可できるに該当します。 

 なお、本件につきましては担当の横粂委員は御欠席ですが、事前に問題ない

旨、御意見を頂戴しておりますので、御報告いたします。 

 なお、一般基準については、全ての案件について問題ない旨を既に確認して

おります。 
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 以上です。 

会⾧職務代理: 事務局の説明並びに地区担当委員の意見をいただきました。 

 ここで、委員の皆さんの質問並びに御意見を伺います。 

伊藤（喜）委員: 申請番号３６番並びに５２番について、始末書案件になっていますが、

始末書の内容とはどんなものでしょうか。 

会⾧職務代理: 事務局、お願いします。 

事 務 局    : 申請番号３６番、宝町の駐車場の案件ですが、違反転用が発覚したため是正

を図るものです。平成４年の１２月頃、申請者が免許を取得する際に、申請者

の隣地所有者と賃貸借契約を結び、駐車場として利用していたため是正するも

のです。 

 申請番号５２番、大蔵町の認知症高齢者グループホームの案件ですが、今回、

足助地区のデイサービスのニーズに対応するために、当該地にグループホーム

を２棟新設するに当たりまして、平成１６年頃から隣地を既に１６－１に所在

する建物の通路として使っていることが今回発覚したため是正するものです。 

 以上になります。 

伊藤（喜）委員: 分かりました。 

事 務 局    : よろしいでしょうか。 

伊藤（喜）委員: はい。 

会⾧職務代理: ほかに御質問、御意見、ありますでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会⾧職務代理: ないようですので、採決をいたします。 

 議案第１８号で上程されました２３件について、賛成の委員は挙手をお願い

します。 

 

（賛成者挙手） 

 

会⾧職務代理: ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１８号は適当である旨、承認されました。 
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 令和５年議案第１９号「農地法第５条事業計画変更申請承認について」。 

 事務局の説明を求めます。 

事 務 局    : 令和５年議案第１９号「農地法第５条事業計画変更申請承認について」。 

 ３番、西新町の件、変更内容は、事業期間延⾧及び事業目的変更です。 

 本件は、令和４年９月１４日付で仮設事務所及び作業員駐車場として第５条

許可を得ました。当初、新築工事と既存施設の改修工事を並行して行う予定で

したが、資材調達の遅延により既存施設の改修工事が期間内に終わらず、工期

の延⾧が必要となりました。それに伴い建設資材置場が追加で必要となったた

め、事業期間延⾧及び事業目的変更により事業完了を図るものです。 

 お願いします。 

鈴木委員: 特に問題ありません。 

事 務 局    : ありがとうございました。 

 以上です。 

会⾧職務代理: 事務局の説明並びに地区担当委員の意見をいただきました。 

 ここで、委員の皆さんの御質問並びに御意見を伺います。 

 

（会場声なし） 

 

会⾧職務代理: 特に御意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第１９号で上程されました１件について、賛成の委員は挙手をお願いし

ます。 

 

（賛成者挙手） 

 

会⾧職務代理: ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１９号は、適当である旨、承認されました。 

 令和５年議案第２０号「農業振興地域整備計画の変更について」。 

 農政企画課の説明を求めます。 

農政企画課: 令和５年議案第２０号「農業振興地域整備計画の変更について」。 

 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項により、農業委
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員会の意見を求めます。 

 １３ページを御覧ください。 

 農業振興地域整備計画の変更の農振農用地除外についてです。 

 １番、矢並町の件、店舗兼用住宅、美容院です。 

 御意見をお願いいたします。 

築山委員: 特に問題ありません。 

農政企画課: ありがとうございます。 

 続きまして、２番、畝部西町の件、病院の駐車場です。 

 続きまして、３番、畝部東町の件、分家住宅です。 

 御意見お願いします。 

西山委員: ２番、３番、特に問題ありません。 

農政企画課: ありがとうございます。 

 続きまして、４番、福受町の件、工場の駐車場です。 

 御意見をお願いします。 

為井委員: ４番、問題ありません。 

農政企画課: ありがとうございます。 

 続きまして、５番、竹町の件、住居系の地区計画です。 

 続きまして、６番、住吉町の件、住居の駐車場です。 

 なお、本件につきましては、担当の近藤委員は御欠席ですが、事前に問題な

い旨、御意見を頂戴しておりますので、御報告いたします。 

 続きまして、７番、堤町の件、流通業務施設です。 

 続きまして、８番、前林町の件、流通業務施設です。 

 御意見お願いします。 

杉浦委員: 特に問題ありません。 

農政企画課: ありがとうございます。 

 続きまして、９番、中田町の件、流通業務施設の駐車場です。 

 続きまして、１０番、駒場町の件、分家住宅です。 

 御意見お願いします。 

𡈽方委員: ２件とも問題ありません。 

農政企画課: ありがとうございます。 
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 続きまして、１１番、石野町の件、自己用住宅です。 

 御意見お願いします。 

水野委員: 問題ありません。 

農政企画課: ありがとうございます。 

 続きまして、１２番、市場町の件、自己用住宅です。 

 御意見お願いします。 

加知委員: １２番は問題ありません。 

農政企画課: ありがとうございます。 

 続きまして、１３番、綾渡町の件、自己用住宅です。 

 続きまして、１４番、井ノ口町の件、自己用住宅です。 

 御意見お願いします。 

伊藤（政）委員: １３、１４番、問題ありません。 

農政企画課: ありがとうございます。 

 続きまして、１６ページを御覧ください。 

 １５番、生駒町の件、農振農用地編入案件です。 

 御意見お願いします。 

𡈽方委員: 問題ありません。 

農政企画課: ありがとうございます。 

 続きまして、１７ページを御覧ください。 

 １６番、田町の市道宮町本新線道路改良事業から３７番、夏焼町の携帯電話

基地局までは、愛知県の同意不要案件となります。これらの案件は、農業振興

地域の整備に関する法律第１０条第４項の公共性が高いと認められる事業に係

る施設に該当するため、皆さんに協議していただく必要はありませんが、農業

振興地域整備計画の変更内容の一部でありますので、農業委員会に報告させて

いただきます。 

 以上です。 

会⾧職務代理: 農政企画課の説明並びに地区担当委員の意見をいただきました。 

 ここで、委員の皆さんの御質問並びに御意見を伺います。 

 

（会場声なし） 
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会⾧職務代理: 特に御意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第２０号で上程されました３７件について、賛成の委員は挙手をお願い

します。 

 

（賛成者挙手） 

 

会⾧職務代理: ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２０号は承認決定されました。 

 令和５年議案第２１号「農用地利用集積計画の決定について」。 

 事務局の説明を求めます。 

事 務 局    : 令和５年議案第２１号「農用地利用集積計画の決定について」。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農用地利用集積計

画を定めることについて、別紙のとおり決定する。 

 今回御審議いただくのは、利用権設定のうち、令和５年４月１日から貸借期

間が開始されるものです。 

 資料は２種類あります。別紙、議案第２１号資料①は、利用権の総括表にな

ります。議案第２１号資料②は、１筆ごとの情報を全件示すものです。 

 ここでは、別紙、議案第２１号資料①の総括表で御説明させていただきます。 

 ３、総括表の左に書かれているのが貸借終期です。貸借の始まりはいずれも

令和５年４月１日ですが、貸借の終わりがそれぞれ異なっております。 

 今回は、総括表の一番下の総計欄のとおり、１１９筆１１８,０３８平方メー

トルの利用権を設定するものです。 

 以上です。 

会⾧職務代理: 事務局の説明が終わりました。 

 ここで、委員の皆さんの御質問並びに御意見を伺います。 

 

（会場声なし） 

 

会⾧職務代理: 特に御意見等もないようですので、採決をいたします。 
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 議案第２１号で上程されました件について、賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

（賛成者挙手） 

 

会⾧職務代理: ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２１号は承認決定されました。 

 令和５年議案第２２号「土地改良法第３条第１項第２号による申出承認につ

いて」。 

 事務局の説明を求めます。 

事 務 局    : 令和５年議案第２２号「土地改良法第３条第１項第２号による申出承認につ

いて」。 

 土地改良法第３条第１項第２号の規定に基づく、所有者からの県営土地改良

事業に参加すべき旨の申出について、別紙のとおり承認します。 

 本日お配りした別紙８ページを御覧ください。 

 土地改良法第３条第１項第２号の規定に基づき、土地所有者から土地改良事

業への参加申出がありました。このたびの申出に係る土地改良事業につきまし

ては、県営農地環境整備事業、つくば地区です。 

 平成２９年度から令和８年度までの期間において、受益面積５７.６ヘクター

ルの区画内の用排水路の更新及び暗渠排水の整備を行い、農作業及び維持管理

の省力化を図るとともに、優良農地の保全を推進することにより、農作業の放

棄による農地の荒廃を防ぐことを目的とするものです。 

 今回、参加資格の交代の申出件数は１件、２筆、３,６６０平方メートルです。

資格者である耕作者から所有者へ、事業に参加する資格を交代することが、土

地改良事業の円滑な推進や管理運営に資することなど土地改良事業の目的に照

らし妥当と認められますので、本件の承認をお願いするものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

会⾧職務代理: 事務局の説明が終わりました。 

 ここで、委員の皆さんの御質問並びに御意見を伺います。 
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（会場声なし） 

 

会⾧職務代理: 特に御意見もないようですので、採決をいたします。 

 議案第２２号で上程されました件について、賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

（賛成者挙手） 

 

会⾧職務代理: ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２２号は承認決定されました。 

 令和５年議案第２３号「耕作放棄地の農地、非農地の判断について」。 

 事務局の説明を求めます。 

事 務 局    : 令和５年議案第２３号「耕作放棄地の農地、非農地の判断について」。 

 別紙のとおり、現況確認を行った結果、農地法第２条第１項に規定する農地

に該当しないと判断します。 

 別紙Ａ４の資料、９ページから１０ページを御覧ください。 

 今回、石野、小原、足助、旭地区の合計で１８筆、２,９６９.３４平方メート

ルの土地が対象となります。 

 当該土地は、今年度行った農地法第３０条に基づく利用状況調査の結果に基

づき、既に森林・原野化しているなど、農地法第２条第１項に規定する農地に

該当しないと判断します。 

 以上です。 

会⾧職務代理: 事務局の説明が終わりました。 

 ここで、委員の皆さんの御質問並びに御意見を伺います。 

 

（会場声なし） 

 

会⾧職務代理: 特に御意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第２３号で上程されました件について、賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 



－16－ 

 

（賛成者挙手） 

 

会⾧職務代理: ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２３号は承認決定されました。 

 議案第２４号「令和５年度最適化活動の目標の設定等について」。 

 事務局の説明を求めます。 

事 務 局    : 議案書の２４ページ、それから、今日配付させていただきました資料の１１

ページを御覧ください。 

 詳細につきましては、今日配付させていただいた資料１１ページ以降で説明

をさせていただきます。 

 １１ページについては、豊田市の現状を記載しておりますので、詳細説明は

省略をさせていただきます。 

 １２ページをお願いします。 

 これ以降が最適化活動の目標になります。 

 （１）農地の集積の②目標を御覧ください。 

 目標年度は、豊田市が令和４年３月に策定した農業経営基盤の強化の促進に

関する基本的な構想、いわゆる市の基本構想で規定している農用地の集積率の

目標年度と同じ令和１２年度としています。 

 市基本構想で規定する集積率については、平坦部７０％、中山間地１０％と

なっておりますが、ここで示した数値は、御覧のとおり、平坦部８９.８％、中

山間地１２.８％です。 

 数値が異なる理由については、集積率の分母となる農地面積につきまして、

国が公表しております耕地面積を利用し算定するよう指定されているため、耕

地面積に置き換え算出したためでございます。 

 今年度の新規集積面積については、平坦部１ヘクタール、中山間地１ヘクタ

ールとしております。これにつきましては、地区別、推進委員の担当地域別の

令和４年９月末時点の集積率の実績において、先ほど御説明させていただいた

集積率の目標、平坦部８９.８％、中山間地１２.８％を既に達成している地区に

ついては、これ以上新規に集積していくことが困難であるため、新規集積面積
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は現状維持を目標としております。 

 一方、集積率の目標未達成の地区については、集積率を０.１％増やすことを

目標とし、その０.１％分を面積換算し、各地区の合計値が平坦部１ヘクタール、

中山間地１ヘクタールとなり、それを記載させていただいております。 

 農地面積につきましては、先ほど御説明したとおり、国が公表している耕地

面積を利用するように指定されているため、全体の農地面積は、その数値であ

る４,０８４ヘクタールとしております。その内訳である平坦部と中山間地の数

値については、農地台帳上の割合で按分した数値としております。 

 今年度末の集積面積については、現状の集積面積Ｂの２,１５４ヘクタールに

今年度の新規集積面積２ヘクタールを加えた数値、２,１５６ヘクタールとして

おります。 

 今年度末の集積率は、今年度末の集積面積、累計Ｄを農地面積Ｃで割った数

値を記載しております。 

 次に、（２）遊休農地の解消を御覧ください。 

 ②の目標、ａ、緑区分の遊休農地の解消を御覧ください。 

 表の下の段、緑区分の遊休農地の解消目標面積は、１.８ヘクタールとしてい

ます。こちらの数字は、令和３年度の利用状況調査結果を基に、各推進委員が

担当区域内の緑判定農地のうち、５年間で解消可能であると判断した農地の合

計面積の５分の１を毎年度の目標とすることを原則としております。 

 したがって、本来であれば、上段に記載のある１１ヘクタールを５で割った

数値である２.２ヘクタールを目標とするところでございますが、令和４年度の

最適化活動の結果、目標である５で割った数値を上回った担当区域が数多くあ

りまして、そういった目標を上回って解消できた担当区域については、残った

未解消の緑区分面積を４年間で解消することとし、４分の１を毎年度の目標と

することとしているため、２.２ヘクタールではなく１.８ヘクタールとしてお

ります。 

 ｂ、黄区分の遊休農地の解消及びイ、新規発生遊休農地の解消については記

載のとおりでございます。 

 次のページ、１３ページを御覧ください。 

 （３）新規参入の促進の②目標を御覧ください。 
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 表の上の段、権利移動面積、平成２８年度から平成３０年度の数値及び平均

値２００.３ヘクタールにつきましては、表の欄外の米印１に記載してあります

とおり、農地法第３条第１項に基づく許可及び基盤法第１９条に基づき公告さ

れました農用地利用集積計画による権利移動面積を記入しています。 

 表の下の段、２０.０３ヘクタールにつきましては、表の欄外の米印の２に記

載のとおり、過去３年度の権利移転面積の平均の１割以上を記入することと指

定されているため、２００.３ヘクタールの１割分の２０.０３ヘクタールを記

載しております。 

 次に、その下、２、最適化活動の活動目標、（１）推進委員等が最適化活動を

行う日数目標を御覧ください。 

 １人当たりの活動日数につきましては、改正最適化交付金事業要綱に基づき

まして、月１０日としております。 

 右側、最適化活動を行う農業委員の人数につきましては、令和４年度は２人

でございましたが、新たに３人が活動意思を示されましたので、合計５人とし

ております。推進委員の人数は定数全員の４５名としております。 

 次に、（２）活動強化月間の設定目標を御覧ください。 

 活動強化月間の設定回数は、新ガイドラインで３回以上と規定しているため、

３回とさせていただいております。 

 取組時期、取組内容については、記載のとおりです。 

 （３）新規参入相談会への参加目標を御覧ください。 

 新規参入相談会への参加回数は、新ガイドラインで１回以上と規定している

ため、１回としております。 

 開催時期及び相談会名につきましては、記載のとおりです。 

 説明は以上になります。 

会⾧職務代理: 事務局の説明が終わりました。 

 ここで、委員の皆さんの御質問並びに御意見を伺います。 

 

（会場声なし） 

 

会⾧職務代理: 特に御意見もないようですので、採決をいたします。 
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 議案第２４号で上程されました件について、賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

（賛成者挙手） 

 

会⾧職務代理: ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２４号は承認決定されました。 

 報告案件について、事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    : 議案２５ページ及び別紙配布資料１４ページ及び１５ページを御覧ください。 

 報告、耕作放棄地の農地、非農地の判断についてです。 

 こちらの報告案件は、農地所有者による非農地確認願申請に基づき、事務局

で別紙のとおり現況確認を行った結果、農地法第２条第１項に規定する農地に

該当しないと判断しましたことを報告いたします。 

 続いて、議案２６ページを御覧ください。 

 報告、農地法第１８条第６項の規定による通知書受理について。 

 １９番、花園町の案件から、３０ページを御覧ください、３５番、駒場町の

案件までの１７件について、いずれも賃貸借権の合意解約につき、既に事務局

で受理していることを報告いたします。 

 続いて、議案３１ページを御覧ください。 

 報告、農地法第４条第１項ただし書きにおける適用除外の確認について。 

 ２番、勘八町及び３番、坂上町の案件については、２アール未満の農業用倉

庫につき、適用除外として、既に事務局で受理していることを報告します。 

 続いて、議案３２ページを御覧ください。 

 報告、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書受理について。 

 ６番、山之手の駐車場の案件から、３３ページ、１１番、美里の自己用住宅

までの６件について、いずれも市街化区域内農地の転用につき、既に事務局で

受理していることを報告いたします。 

 続いて、議案３４ページを御覧ください。 

 報告、農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書受理について。 

 １７番、寿町の駐車場の案件から、３７ページを御覧ください、３０番、寺
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部町の共同住宅の案件までの１４件について、いずれも市街化区域内農地の転

用につき、既に事務局で受理していることを報告いたします。 

 以上です。 

会⾧職務代理: これで、本日の全議案の審議を終了いたしました。 

 慎重審議いただき、誠にありがとうございました。 

 

（閉会 午後 ２時４０分） 

 

議事録署名者 

 

 

                                       

 


